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会 議 録  

会 議 名 第１０期東久留米市市民環境会議委員委嘱式及び東久留米市市民環境会議第１回全体会 

日    時 令和７年８月１３日（水）午後２時～午後３時１０分 

場    所 東久留米市役所７階 703会議室 

出席委員 場先委員、中山委員、小倉委員、曽我部委員、菅谷委員、土屋委員、古谷委員、坂爪委

員（８名） 

欠席委員 石井委員、荒井委員、出口委員（３名） 

事 務 局 環境政策課長、計画調整係長、生活環境係長 

次  第 1. 委員委嘱式 

(1) 開会の辞 

(2) 委嘱書の交付 

(3) 市長あいさつ 

(4) 委員自己紹介 

(5) 事務局紹介 

2. 第１回市民環境会議全体会 

(1) 市民環境会議について 

(2) 議題 

① 座長・副座長の選出について 

② 全体会、部会の運営について 

(3) 連絡事項 

(4) その他 

配布資料 【資料１】第１０期市民環境会議委員名簿  

【資料２】第９期東久留米市市民環境会議活動報告書 

【資料３】第９期東久留米市市民環境会議提言書 

【資料４】市民環境会議 ９期 18年 全体経緯 

【資料５】第９期市民環境会議活動状況一覧 

【資料６】第１０期市民環境会議全体会予定（案） 

【資料７】第１０期市民環境会議での活動について 

【その他配布物】 

○東久留米市第二次環境基本計画（新規委員に配布） 

○東久留米市第三次緑の基本計画・生物多様性戦略（新規委員に配布） 

内  容 1. 委員委嘱式 

(1) 開会の辞＜省略＞ 

(2) 委嘱書の交付 

・市長から委員へ直接交付。 

・任期は令和７年８月１日～令和９年７月３１日の２年間。 

・委員は１１名。継続５名、新規６名。 

(3) 市長あいさつ＜省略＞ 

(4) 委員自己紹介＜省略＞ 

(5) 事務局紹介＜省略＞ 
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2. 第１回市民環境会議全体会 

(1) 市民環境会議について 

○事務局から【資料２】から【資料６】について説明。 

市民環境会議は、東久留米市第二次環境基本計画、東久留米市第三次緑の基本計画・生

物多様性戦略に基づき、市民・事業者の環境保全、回復及び創出に関する取組を推進し、市

民・事業者とのパートナーシップによる協力体制をつくるために発足されたものである。 

役割は、資料２「第９期活動報告書」１６ページ「東久留米市市民環境会議設置要綱」第２の

所掌事項に記載している。１８ページ「東久留米市市民環境会議運営要領」第２で、部会の名

称を記載しており、市民環境会議は「水とみどり部会」、「くらし部会」、「環境学習部会」の３つ

に分かれている。各委員には、どこかの部会に所属して活動していただくことになる。 

なお、前期（第９期）では、人数が少数（６名）であったためメインに所属する部会とは別の部

会に「サブ委員」として参画し、横断的に取り組む形をとっていたが、今期に関しても、各部会

を円滑に運営できるようサブ委員としての参画や、委員の他に各部会の取り組みに協力して

いただけるサポーター委員の活用もしていただければと思う。 

資料４は、これまで９期１８年にわたる市民環境会議の活動、経緯をまとめたものであり、こ

れまでの取り組み状況の変遷について参考とされたい。資料５は、前期（第９期）の活動状況

について、全体会、各部会の区分で整理したものである。これからの活動状況の参考イメージ

とされたい。資料６は、全体会の予定（案）である。各部会の活動の他、市民環境会議全体会

の開催を年に３回～４回程度予定している。主な内容として、例年６月に開催される環境フェ

スティバルに向けての検討や、各部会からの報告、情報共有、任期の後半には皆様に取りまと

めていただく第１０期の活動報告書の作成についての議事等である。 

また、今期は、出口委員が中学生となるため、全体会や部会開催方法についての検討が必

要である。あらかじめご承知おきください。 

 

(2) 議題 

① 座長・副座長の選出 

   座長は、前期に続き、土屋委員に決定。副座長は、部会の構成状況によって、それぞれの

部会の中から選出することに決定。次回、８月２７日（水）の第２回全体会で部会分けを決め

ていく。 

② 全体会、部会の運営について 

資料６の下段について。これまでの市民環境会議、各部会は平日の１４時から１，２時間程

度、市役所会議室で開催してきたが、今期の市民環境会議には中学生の出口委員が参加

されており、会議の開催方法について検討する必要がある。事前に委員に確認したところ、

学校の委員会活動等イレギュラーの放課後活動がなければ、平日は月水金の１８時からで

あれば参加可能とのこと。また、平均月１回の土曜授業がなければ、土曜も参加可能とのこ

とである。本日すべてを決定する必要はないため、次回の全体会で検討いただきたい。 

 

(3) 連絡事項 

  ①【資料７】第１０期市民環境会議での活動について 
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新任委員の方には、市第二次環境基本計画、市第三次緑の基本計画・生物多様性戦略 

を配布するのでご一読願う。次回の全体会で部会分けをするので、各委員は、今期どのよ

うな活動をしたいのか。環境基本計画、緑の基本計画でみると、どの部分に関連するの

か、確認願う。資料７として、第１０期での活動について記載するシートを用意したので、ご

自身が取り組みたいテーマや内容などについて、記入し８月２２日までに提出してほしい。 

②次回（第２回）全体会の日程について 

８月２７（水）午後２時から市役所２階、２０５会議室で開催。会議時間は２時間程度を予

定。欠席される方は、希望する部会（メイン、サブ）やご意見など、事前に事務局までお教え

願う。 

 

(4) その他 

  ①当日配布資料「◆家庭向け省エネ講師派遣事業への参加申し込み」について 

    クールネット東京（東京都地球温暖化防止活動推進センター）が実施している、省エネ講

師を無料で派遣する事業に申し込んでいる。日程は１０月２５日（土）の午前１１時から正午。

市役所７階会議室で行う予定。対象者（３０名）は１０月１日広報で募集する予定。 

この件について、市民環境会議として実施することについて、提案するもの。当日のお手

伝いなど若干の手間はかかるが、講演自体は無料派遣であり、過去にパナソニック（株）エ

レクトリックＣＳセンターでの「親子で学ぶ環境教室・ランタンづくり」を実施したこともある

が、次回全体会で決定していただきたい。 

 

以上 

 


